
助成の対象とする資金使途のイメージ図

　○ 実線で表示している部分が、助成事業の対象とする資金

［助成対象資金］

　◎ 本来事業：その団体の目的（ミッション）を達成するための事業を示す
　◎ 事業型活動：継続的に行われる事業を示す
　◎ ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ型活動：一時的、イベント的な事業を示す

※助成対象外資金

※助成対象外資金 ※助成対象外資金

ＮＰＯ・市民団体等 

事業活動資金 団体運営資金 

その他の事業資金 
（収益事業資金） 

本来事業資金 合理化資金 
経常的経費資金 

運転資金 事業拡大資金 

赤字運転資金 つなぎ資金 
事業型活動資金 キャンペーン型活動資金 

（例） 
 ・備品購入 
 ・経営指導料 

（例） 
 ・活動拠点の改良資金 
  (公共団体所有財産を除く） 

（例） 
 ・シンポジウム開催費用 
 ・一般参加を呼び掛ける環境保全活動 

別紙２ 


